
「テレワーク助成金の上限増額」 情報 



今がチャンス！！ 

 

2020年5月1日（金）に「働き方改革推進線助成金（テレワークコース）」の上限額等が変更になりました。 

実質、導入ハードルが低くなり、助成金額が倍になりました。 

サーバーやシンクライアント、その他ネットワーク機器も含め、テレワークの導入を検討中であれば是非ご相談下さい。 

 

【変更点】 

 ①1人あたりの上限額及び1企業あたりの上限額を倍増 

  

 ②受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象 

 

 ③成果目標のうち、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる目標を廃止 

  成果目標は下記2点となり、非常にハードルが下がります。 

  １．評価期間に１回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて 

    就業するテレワークを実施させる。  

  ２．評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した 

    回数の週間平均を、１回以上とする。  

 

 

 ⇒ 働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）サイトを確認 

 

 

 

 変更前  変更後 

成果目標達成状況 達成 未達成 達成 未達成 

補助率 3 / 4 1 / 2 3 / 4 1 / 2 

1人あたりの上限額 20万円 10万円 40万円 20万円 

1企業あたりの上限額 150万円 100万円 300万円 200万円 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html





